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規 則

地方独立行政法人法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１０号

地方独立行政法人法施行細則の一部を改正する規則
地方独立行政法人法施行細則（平成１９年北海道規則第３５号）の一部を次のように改正する。
本則に次の１条を加える。
（対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等）
第１７条 知事は、法人が業務のため保有し、又は取得しようとしている有形固定資産に係る
資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調
整額（以下「除去費用等」という。）についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が
予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
２ 知事は、前項の規定による指定を受けた除去費用等について、当該指定に係る事由が存
しなくなったと認められる場合には、当該指定を取り消すことができる。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道有土地改良財産の譲与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す
る。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１１号

北海道有土地改良財産の譲与に関する条例施行規則の一部を改正する規則
北海道有土地改良財産の譲与に関する条例施行規則（昭和４８年北海道規則第４１号）の一部
を次のように改正する。
第２条の２に次の１号を加える。
� 水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

北海道告示第１８８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、しろがね土地改良区か
ら、次のとおり役員の就任の届出があった。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
就任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２４．３．８ 理 事 海老名 浩 空知郡上富良野町西１４線北３１号
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北海道告示第１８９号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、次の地区について道営
土地改良事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、平成２４年３月２８日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
地区名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所

きよ

平取南 農業用用排水施設、農業用道路、区画整理、暗渠排水 北海道日高振興局
朗根内 農業用用排水施設、区画整理 北海道上川総合振興局

北海道告示第１９０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成２４年３月２８日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所

きよ

新 双 誠 経営体育成基盤整備［面的集積型］（農業用用排水施設、暗渠排水、区画整理） 北海道空知総合振興局
きよ

中小屋東 経営体育成基盤整備［面的集積型］（農業用用排水施設、客土、暗渠排水、区画整理） 北海道石狩振興局

北海道告示第１９１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により、新十津川町花月第
２地区の換地処分をした。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１９２号

平成１６年北海道告示第４８５号（漁港区域内の放置禁止区域等の指定）の一部を次のように
改正し、平成２４年４月１日から施行する。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
大舟（大舟地区）漁港（函館市）の項中「東防波堤、」を「第２東防波堤、」に、「、西
防波堤、東防波堤北端西側角と西防波堤北端北側角」を「、東防波堤、突堤、第２東防波堤
北端西側角と突堤北端北側角」に改める。
本別（本別地区）漁港（鹿部町）の項中「北防波堤、」を「北防波堤第２突堤、北防波

堤、」に、「、北防波堤北端西側角」を「、北防波堤第２突堤西端南側角」に改める。
落部（落部地区）漁港（八雲町）の項中「、東防波堤、西防波堤、北防波堤北端西側角と
西防波堤北端北側角」を「、西防波堤、旧北防波堤、北防波堤西端南側角と旧北防波堤北端
東側角」に改める。

北海道告示第１９３号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 茅部郡森町字蛯谷町２５０の３地先・２５０の４・２５１・３１８・３１９

（以上１筆地先４筆について次の図に示す部分に限る。）、２５０
の３、３１７、３２０

２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島総合振
興局産業振興部林務課及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１９４号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２４年３月２７日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 十勝郡浦幌町字常豊７７の１（次の図に示す部分に限
る。）

２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
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イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び浦幌町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１９５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

函館市（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 魚つき
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島総合振
興局産業振興部林務課及び函館市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１９６号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
上川郡上川町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件

ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
上川町（次の図に示す部分に限る。）

	 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

檜山郡上ノ国町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）、上ノ国町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
上ノ国町（国有林）、上ノ国町（次の図に示す部分に限る。）

	 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

３� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所

礼文郡礼文町（国有林。次の図に示す部分に限
る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
	 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。


 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１９７号

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市計画を次のとおり
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変更した。
その都市計画の図書は、北海道建設部まちづくり局都市計画課に備え置いて、一般の縦覧
に供する。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 都市計画の種類 道路
２ 都市計画を定めた土地の区域
種 別 名 称 起 点 終 点 主な経過地
幹線街路 ３・３・３号開運通 稚内市中央３ 稚内市朝日４ 稚内市大黒４

丁目 丁目 丁目
（縦覧に供する都市計画の図書のとおり）

北海道告示第１９８号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２４年３月２７日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 及 び 縦 覧 場 所 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 吹 上 上 富 良 野 線 空知郡上富良野町国有林上川南部森林管理署４２１林班よ小班地先から 平成２４．３．２７
北 海 道 上 川 総 合 振 興 局 同郡上富良野町国有林上川南部森林管理署４２１林班ノ小班地先まで
旭 川 建 設 管 理 部
道道 比布愛別停車場線 上川郡愛別町字金富４０２番６地先から 同
北 海 道 上 川 総 合 振 興 局 同郡愛別町字金富１６１０番地先まで
旭 川 建 設 管 理 部
道道 上宇莫別美瑛停車場線 上川郡美瑛町字上宇莫別１０３６番２地先から 平成２４．３．３０
北 海 道 上 川 総 合 振 興 局 同郡美瑛町字上宇莫別１０３５番１地先まで
旭 川 建 設 管 理 部
道道 ウエンナイ幌内保線 枝幸郡枝幸町新栄町７６２０番１地先から 平成２４．３．２７
北 海 道 宗 谷 総 合 振 興 局 同郡枝幸町岬町６８４番６地先（一般国道２３８号交点）まで
稚 内 建 設 管 理 部

北海道告示第１９９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道上川総合振興局旭川建設管理部に
備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。

平成２４年３月２７日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 近文停車場線
３ 道路の区域
区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
旭川市旭町１条１９丁目２９８７番１５地先から 前 １４．５４�から ６４５．７５� ――同市旭町２条１５丁目２９７番１６０地先まで １７．３３�まで

前 １６．２７�から ６４５．７５� ――３６．１４�まで

後 １６．２７�から ６４５．７５� ――３６．１４�まで

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道オホーツク総合振興局告示第４７号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２４年３月２７日

北海道オホーツク総合振興局長 有 好 利 典
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
複写機等の賃貸借契約
ア デジタルカラー複写機等の賃貸借（点検、調整及び消耗品（用紙を除く。）の供給
を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定枚数
１台 モノクロモード ８，６００枚（１月当たり）

カラーモード １，３００枚（１月当たり）
カラープリントモード １，４００枚（１月当たり）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
� 契 約 期 間 平成２４年６月１日から平成２９年３月３１日まで。ただし、予算

の範囲内で、当該契約期間を変更することがあり得る。
 納 入 場 所 入札説明書による。
２ 入札に参加する者に必要な資格
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次のいずれにも該当すること。
� 平成２３年北海道告示第７号又は平成２４年北海道告示第９号に規定する物品の賃貸借
（複写機）の資格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

 当該調達をする物品等に関し、仕様書に記載の要件を満たしていることを証明した者
であること。

� 当該調達をする物品等に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備
されていることを証明した者であること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の及び�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２４年３月２７日（火）から同年４月２３日（月）まで（日曜

日及び土曜日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号０９０－００１８ 北見市青葉町２番１０号

北海道オホーツク総合振興局東部森林室管理課
� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道オホーツク総合振興局東部森林室管理課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 北見市青葉町２番１０号 北海道オホーツク総合振興局東部森

林室１階会議室（送付による場合は、郵便番号０９０－００１８ 北
見市青葉町２番１０号 北海道オホーツク総合振興局東部森林室
管理課）

� 入 札 日 時 平成２４年５月８日（火）午前１０時（送付による場合は、同月
７日までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 一連の調達契約に関する事項
この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の公
告の予定時期
� 名 称 及 び 数 量 複写機の賃貸借 １台
� 予 定 時 期 平成２４年７月下旬頃
８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１５０グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道オホーツク総合振興局東部森林室のホームペー
ジ（http : //www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsr/）においてダウ
ンロードすることができる。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定は次によることとし、契約書の作成は要する。
全ての入札金額（単価）が、北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第
１項の規定により定めたそれぞれの予定価格（単価）の制限の範囲内である入札（有効な
入札に限る。）をした者のうち、入札書記載の入札総価額（各入札金額（単価）にそれぞ
れの予定数量を乗じて得た額の合計額）が最低の価格である者を落札者とする。

１０ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１１ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�から�まで及び�から�までによるほか、
次による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道オホーツク総合振興局東部森林室管理課
� 所 在 地 郵便番号０９０－００１８ 北見市青葉町２番１０号

電話番号０１５７－２４－６２７６
１２ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

Lease of a color copying machine : 1 set

Ｂ Bid tendering date and time : 10 : 00 A.M., May 8, 2012
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(If mailed, bids must arrive no later than May 7, 2012)

Ｃ Contact : Management Division, Office of East Forestry Management, Okhotsk General

Subprefectural Bureau, Hokkaido Goverment, Aoba-cho 2-10, Kitami, Hokkaido 090-0018

Japan

Phone : 0157-24-6276

北海道オホーツク総合振興局告示第４８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２４年３月２７日

北海道オホーツク総合振興局長 有 好 利 典
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 複写機賃貸借契約その１
ア デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 ２６，５００枚（１月当たり）

� 複写機賃貸借契約その２
ア デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 １１，２００枚（１月当たり）

� 複写機賃貸借契約その３
ア デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 １，７００枚（１月当たり）

 複写機賃貸借契約その４
ア デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 ２１，３００枚（１月当たり）

� 複写機賃貸借契約その５
ア デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量

１台 ８，０００枚（１月当たり）
� 複写機賃貸借契約その６
ア デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 ７，４００枚（１月当たり）

� 複写機賃貸借契約その７
ア デジタル複写機（モノクロ）の賃貸借（点検、調整及び消耗品（ステープル針及び
用紙を除く。）の供給を含む。） 一式（１月当たりの単価及び１枚当たりの単価）
イ 調達台数及び調達予定数量
１台 １，１００枚（１月当たり）

２ 落札を決定した日
平成２４年３月２日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 株式会社オフィスワン
イ 住 所 網走市新町１丁目１番８号

�ア 氏 名 ヒサダ紙店 久田 憲男
イ 住 所 網走市南４条東１丁目２番地

�ア 氏 名 小林株式会社
イ 住 所 北見市大通西６丁目２番地

ア 氏 名 北日本事務機株式会社
イ 住 所 北見市光西町１６７番地４８

�ア 氏 名 株式会社小柳中央堂
イ 住 所 北見市卸町１丁目５番地１

�ア 氏 名 株式会社白野商店
イ 住 所 紋別市本町２丁目１－２３

�ア 氏 名 フロンティア株式会社
イ 住 所 斜里郡斜里町港町７番地９

４ 落札金額
� 基本料金 ２４，０００円
複写料金 ２，０００枚まで ２．００円

２，００１枚から５，０００枚まで ２．００円
５，００１枚から２０，０００枚まで ２．００円
２０，００１枚から５０，０００枚まで ２．００円
５０，００１枚以上 ２．００円
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� 基本料金 ２３，９００円
複写料金 ２，０００枚まで ３．８０円

２，００１枚から５，０００枚まで ３．４０円
５，００１枚から２０，０００枚まで ３．１０円
２０，００１枚以上 ２．４０円

� 基本料金 １０，２００円
複写料金 １，０００枚まで ２．８５円

１，００１枚以上 ２．８５円
 基本料金 ２２，６００円
複写料金 ２，０００枚まで ２．５０円

２，００１枚から５，０００枚まで ２．５０円
５，００１枚から２０，０００枚まで ２．２０円
２０，００１枚以上 ２．００円

� 基本料金 ２４，０００円
複写料金 ２，０００枚まで ３．００円

２，００１枚から５，０００枚まで ２．７０円
５，００１枚以上 ２．４０円

� 基本料金 １５，０００円
複写料金 ２，０００枚まで ２．４０円

２，００１枚から５，０００枚まで ２．３５円
５，００１枚以上 ２．３０円

� 基本料金 ２５，０００円
複写料金 １，０００枚まで ４．００円

１，００１枚以上 ４．００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２４年１月２０日付け北海道オホーツク総合振興局告示第１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道オホーツク総合振興局地域政策部総務課
� 所在地 網走市北７条西３丁目

道教育庁空知教育局告示

北海道教育庁空知教育局告示第４８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２４年３月２７日

北海道教育庁空知教育局長 中 田 貢
１ 落札に係る物品等の名称（１リットル当たりの単価）及び調達予定数量
� Ａ重油その１（岩見沢地域） ３９６，０００リットル
� Ａ重油その２（空知南部地域） １９０，０００リットル
� Ａ重油その３（夕張地域） １４８，０００リットル
 Ａ重油その４（空知中部地域） ４４６，０００リットル
� Ａ重油その５（空知北部地域） ４７０，０００リットル
� Ａ重油その６（深川地域） ７６，０００リットル
� 灯油その１（岩見沢地域） １６６，０００リットル
� 灯油その２（空知南部地域） ２９，０００リットル
� 灯油その３（夕張地域） ８，０００リットル
� 灯油その４（空知中部地域） ６８，５００リットル
� 灯油その５（空知北部地域） １０４，０００リットル
� 灯油その６（深川地域） ２８，５００リットル
２ 落札を決定した日
平成２４年３月６日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 茂田石油株式会社
イ 住 所 旭川市住吉４条２丁目８番１３号

�ア 氏 名 株式会社小林本店
イ 住 所 夕張郡栗山町錦３丁目１０９番

�ア 氏 名 株式会社小林本店
イ 住 所 夕張郡栗山町錦３丁目１０９番

ア 氏 名 有限会社永友商事
イ 住 所 砂川市東６条南８丁目１番１８号

�ア 氏 名 茂田石油株式会社
イ 住 所 旭川市住吉４条２丁目８番１３号

�ア 氏 名 株式会社菱友
イ 住 所 滝川市新町３丁目１０番３０号

�ア 氏 名 三谷石油株式会社
イ 住 所 岩見沢市美園４条１丁目２番４号

�ア 氏 名 株式会社いわせき
イ 住 所 岩見沢市５条東１丁目７番地
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�ア 氏 名 丸大石油株式会社
イ 住 所 夕張市紅葉山３８番地

�ア 氏 名 株式会社ミウラ商会
イ 住 所 美唄市進徳町一区

�ア 氏 名 第一興産株式会社
イ 住 所 滝川市朝日町東２丁目２番５号

�ア 氏 名 第一興産株式会社
イ 住 所 滝川市朝日町東２丁目２番５号

４ 落札金額
� ７７．４円
� ７８．３円
� ８５．０円
 ７７．６円
� ７７．７円
� ７７．０円
� ８０．５円
� ８５．０円
� ８９．０円
� ７９．０円
� ８３．０円
� ８３．０円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２４年１月２４日付け北海道教育庁空知教育局告示４号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道教育庁空知教育局道立学校運営支援室
� 所在地 岩見沢市８条西５丁目
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